
公益財団法人コスメトロジー研究振興財団

コスメトロジー（化粧品学）を振興し、美しく豊かな人間生活の実現を図るため、次の

事業を行う。

１．定款第４条第１号及び第２号

（１） 自然科学や社会科学の各分野にわたり広くかかわりを持つ化粧品を総合的に

体系化するための調査・研究に対する助成を行う。

（２） 皮膚の整理機能や老化機構の解明、美容に役立つ素材の研究などコスメトロ

ジーに関連した生命科学、その他の分野の調査・研究に対する助成を行う。

↓

　　研究助成事業　総額　２,８００万円

[１件当たり　１００万円　又は　５０万円 ]

　　（但し、第３分野においては１件当たり　２５万円も可）

２．定款第４条３号

（１） コスメトロジーの調査・研究にたずさわる研究者の海外派遣や招聘に対して

資金助成を行う。

↓

　　国際交流助成事業　総額　１００万円

　　　　[１件当たり　５０万円以内 ]

（２） コスメトロジーに関連する研究発表会、セミナー、シンポジウムなどの開催、

共催について資金助成を行う。

↓

　　学術集会支援事業　総額　５０万円

３．定款第４条第４号

（１） コスメトロジーに関する各種資料の収集及び普及を行う。

↓

助成課題研究報告集発行事業　発行費　２００万円

平成２４年度　事業計画


